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◎新潟県訓令第14号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県収入証紙の廃止に伴う関係訓令の一部を改正する訓令を次のように定め、令和６年９月１日から実施す

る。 

令和６年８月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県収入証紙の廃止に伴う関係訓令の一部を改正する訓令 

（新潟県事務決裁規程の一部改正）  

第１条 新潟県事務決裁規程（昭和35年３月新潟県訓令第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号（以下この条において「移動

別表細目号」という｡)に対応する同表の改正後の欄中別表の細目の号の表示に下線が引かれた別表の細目の号

（以下この条において「移動後別表細目号」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目号を当該移動後別

表細目号とし、移動別表細目号に対応する移動後別表細目号が存在しない場合には当該移動別表細目号を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第６（第15条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 地域振興局の部長、副部長、課長等の個別専

決事項 

専決権限を

有する者 

専 決 事 項 

（略）  

県税部 (1)～(25) （略） 

課税課長  

 

 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

新潟地域振

興局県税部 

直税第１

課長 

(1)～(10) （略） 

 

 

（略） 

(4) （略） 

別表第６（第15条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 地域振興局の部長、副部長、課長等の個別専

決事項 

専決権限を

有する者 

専 決 事 項 

（略）  

県税部 (1)～(25) （略） 

課税課長 (26) 新潟県県税規則第44条の３

の規定により、証紙使用実績報

告書を提出すること。 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

(30) （略） 

(31) （略） 

新潟地域振

興局県税部 

直税第１

課長 

(1)～(10) （略） 

(11) 新潟県県税規則第44条の３

の規定により、証紙使用実績報

告書を提出すること。 

（略） 

(4) （略） 

（新潟県物品会計規則第49条の規定に基づき設備しなければならない帳簿及び報告書その他の書類の様式を定

める訓令の一部改正） 

第２条 新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13号）第49条の規定に基づき設備しなければならない帳簿

及び報告書その他の書類の様式を定める訓令（昭和39年３月新潟県訓令第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別記様式の表示に下線が引かれた別記様式を削り、同表の改正後の欄中別記様式の表

示に下線が引かれた別記様式を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別記様式の表示を除く。以下この条において「改正部分」とい

う｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別記様式の表示を除く。以下この条において「改正

後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分

が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後

部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13 新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13
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号）第49条の規定に基づき設備しなければならない

帳簿及び報告書その他の書類の様式を次のように定

め、昭和39年４月１日から実施し、新潟県物品会計

規則（昭和35年新潟県規則第16号）第53条の規定に

基づき設備しなければならない帳簿及び報告書その

他の書類の様式の指定（昭和35年４月新潟県訓令第

20号）は、昭和39年３月31日限り廃止する。ただし、

従前の規定による様式で、その用紙類の残存するも

のについては、これを適宜修正して使用することが

できる。 

帳   簿 

（名   称）  （様式番号） （規定条文） 

(1)の１～(9) （略）（略）    （略） 

(10) 削除     （略）    

 

（略） 

 

第１号様式の14（第39条、第41条関係） 

物品管理簿（生産品） 

（物品出納簿） 

（略） 

 

第３号様式の１（第39条関係） 

物品貸付簿 

（略） 

 

第３号様式の２（第39条関係） 

物品管理委託簿 

（略） 

 

第３号様式の３（第39条関係） 

図書原簿 

（略） 

 

第３号様式の５（第39条関係） 

図書貸出券 

（略） 

 

第５号様式 （略） 

 

第６号様式 削除 

 

号）第49条の規定に基づき設備しなければならない

帳簿及び報告書その他の書類の様式を次のように定

め、昭和39年４月１日から実施し、新潟県物品会計

規則（昭和35年新潟県規則第16号）第53条の規定に

基づき設備しなければならない帳簿及び報告書その

他の書類の様式の指定（昭和35年４月新潟県訓令第

20号）は、昭和39年３月31日限り廃止する。ただし、

従前の規定による様式で、その用紙類の残存するも

のについては、これを適宜修正して使用することが

できる。 

帳   簿 

（名   称）  （様式番号） （規定条文） 

(1)の１～(9) （略）（略）    （略） 

(10) 証紙・始動票 （略）    第40条第３号 

札出納簿         

（略） 

 

第１号様式の14 

物品管理簿（生産品） 

（物品出納簿） 

（略） 

 

第３号様式の１ 

物品貸付簿 

（略） 

 

第３号様式の２ 

物品管理委託簿 

（略） 

 

第３号様式の３ 

図書原簿 

（略） 

 

第３号様式の５ 

図書貸出券 

（略） 

 

第５号様式 （略） 

 

 

 

第６号様式 

証紙・始動票札出納簿 

（略） 

（新潟県物品会計規則第５条第１項の規定による物品の分類基準を定める訓令の一部改正） 

第３条 新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13号）第５条第１項の規定による物品の分類基準を定める

訓令（平成４年３月新潟県訓令第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
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新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13

号）第５条第１項の規定による物品の分類基準を次

のように定め、平成４年４月１日から実施し、新潟

県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13号）第５

条第１項の規定による物品の分類基準（昭和39年３

月新潟県訓令第７号）は、平成４年３月31日限り廃

止する。 

物品分類基準表 

大分

類 

中分

類 

説明及び例示品目 

(略) 

消耗

品類 

 

 

 

 

(略) 

(略) 

 

 

郵便

切手

類 

(略) 

(略) 

（略） 

（略） 

 

郵便切手、郵便はがき、収入

印紙、乗車回数券、テレホン

カード等 

（略） 

（略） 

新潟県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13

号）第５条第１項の規定による物品の分類基準を次

のように定め、平成４年４月１日から実施し、新潟

県物品会計規則（昭和39年新潟県規則第13号）第５

条第１項の規定による物品の分類基準（昭和39年３

月新潟県訓令第７号）は、平成４年３月31日限り廃

止する。 

物品分類基準表 

大分

類 

中分

類 

説明及び例示品目 

(略) 

消耗

品類 

 

 

 

 

(略) 

(略) 

 

 

郵便

切手

類 

(略) 

(略) 

（略） 

（略） 

 

郵便切手、郵便はがき、収入

印紙、収入証紙、乗車回数券、

テレホンカード等 

（略） 

（略） 

  

（新潟県行政文書管理規程の一部改正）  

第４条 新潟県行政文書管理規程（令和２年３月新潟県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（本庁における収受及び配付手続） 

第10条 本庁に到達した文書及び貨物（以下「文書

等」という｡)は、課に直接到達した文書を除き、

法務文書課で受領し、次の各号により処理するも

のとする。 

(1) 文書等（次号に規定するものを除く｡)は、原

則として開封しないで主務課に配付すること。

ただし、主務課が判明しないものは、法務文書

課において開封するものとし、現金、金券、証

券等が添付され、又は封入されている場合は、

文書等配付簿により主務課に配付すること。 

 

(2) （略） 

２ （略） 

 

第11条 課に配付された文書等及び課に直接到達し

た文書等は、別に定めるものを除き、文書取扱者

が収受し、次の各号により処理しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） 

(5) 現金、金券、証券、書留による郵便物、貨物

等は、担当者に配付すること。 

２・３ （略） 

 

（地域機関における収受及び配付手続） 

第12条 所に到達した文書等は、別に定めるものを

除き、文書取扱者が収受し、次の各号により処理

（本庁における収受及び配付手続） 

第10条 本庁に到達した文書及び貨物（以下「文書

等」という｡)は、課に直接到達した文書を除き、

法務文書課で受領し、次の各号により処理するも

のとする。 

(1) 文書等（次号に規定するものを除く｡)は、原

則として開封しないで主務課に配付すること。

ただし、主務課が判明しないものは、法務文書

課において開封するものとし、現金、金券、証

紙、証券等が添付され、又は封入されている場

合は、文書等配付簿により主務課に配付するこ

と。 

(2) （略） 

２ （略） 

 

第11条 課に配付された文書等及び課に直接到達し

た文書等は、別に定めるものを除き、文書取扱者

が収受し、次の各号により処理しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） 

(5) 現金、金券、証紙、証券、書留による郵便物、

貨物等は、担当者に配付すること。 

２・３ （略） 

 

（地域機関における収受及び配付手続） 

第12条 所に到達した文書等は、別に定めるものを

除き、文書取扱者が収受し、次の各号により処理
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しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 現金、金券、証券、書留による郵便物（県税

の申告書に係るものを除く｡)等は、文書等配付

簿により担当者に配付すること。 

(6)・(7) （略） 

２ （略） 

しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 現金、金券、証紙、証券、書留による郵便物

（県税の申告書に係るものを除く｡)等は、文書

等配付簿により担当者に配付すること。 

(6)・(7) （略） 

２ （略） 

附 則 

新潟県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和４年新潟県条例第47号）附則第２項の規定によりなお従前の例

により使用することができる証紙については、第１条の規定による改正前の新潟県事務決裁規程別表第６第３号

の表の規定及び第４条の規定による改正前の新潟県行政文書管理規程第10条から第12条までの規定は、なおその

効力を有する。 

 


